
【住民自らの行動の指棟】  

策定時の現状値   ベースライン隕査等   日棲   第1回申闇評価   調査   

増加悼向   （策定時＝平成18年度の研究会）  
0性行動は相手の身体や心を  
傷つける可能性が高いと患う。  
男子63．9％女子68．6，i  第2回中間評価   調査  

0自分の身体を大切にしている。  
男子86．6％女子73．9％   築に関する研究」山鮮然太郎班  

データ分析   

結果  

分析  

評価  

調査■分析上の沫超  

目標達成のための謀趨  

目標に向けて改善している。しかし、ここから訂併催（100％）まではさらなる働きかけが求められる。   

評価  

今後も殴置軍の調査・分析をおこなうことが適切である。   

問査・分析上の課題  

学校において、学校保健委員会の位置付けを明附ヒし、先進的な取組を進めている地域の実践事例を参考にするなどするこ  

目標達成のための課粗   とが、設置促進につながると息われる。設置状況については、都道府県教育萎員会に、学校保健委員虐の活用に向けての助   きかけや、普及のための啓発資胴を着用した研♯会を実施するなどして、設置の促進を囲っていく必要がある。   

F
 
 
 



結果  

分析  

評価  

調査・分析上の課規  

目標達成のための課塩  

【行政t関係団体等の取組の指標】  

策定時の現状値   ベースライン附査等   目標   第1回中間評価   調査   

22．5％（3学級以上の公立中学校）  平成13年鹿文部科学省学校基本 調査   
平成16年鹿文部科学省  

1∝）％   47．3％（3学級以上の公立中学校）   初等中等教育局児童生徒   
課  

第2回中間評価   調査  

平成20年鹿文部科学省  
84．3％（1学級以上の公立中学校）   初等中等教育局児童生徒   

課   

データ分析   

策定時の現状催22．5如こ比べ、平成用年度ではヰ7．端、平成20年度では糾．3％と順調に増加している。   

結果  

文部科学省が政策目標のひとつとして平成13年廣より予算措置をもとに．配置超の増加を推進している。   

分析  

目標にむけて腹芸削こ進行している。   

評価  

毎年比較可能なデータを得ることができる。   

調査・分析上の課鵜  

今後は、スクールカウンセラーの配置を行っている都道府県、指定都市が、地域や学校の実情に応じた配置方法等の検討を  
目標達成のための課題     行うとともに、その検討結果を踏まえ配置することが必要である。   
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【行政・関係団体等の取組の指標】   

策定時の現状値   目標’   ベースライン調査等  第1回中間評価   調査   

平成13年鹿「思春期の保健対策の  平成17年産自治体調査  

523か所  強化及び健康教育の推進に関する  1．374か所  （母子保健課）  

研究」望月友美子班  （都道府県に対して「精神  

（息春期学会医師会員、思春期保  
健相談員、縮神保健福祉センターを  第2回申聞評価   調査  

対象に「思春期外来■思春期相談窓  
口の取組を行っているか」調査し  1．746か所   平成21年度自治体調査  
た。）   （母子保健課）   

データ分析   

調査方法が違うため単純な比較はできないが、策定時に比べ、平成17年度調査においてはかなり増加傾向にあると言えた。  

結果  平成17年度調査と同様の手法にて把纏した平成21年度調査ではさらに増加していることが明らかになった。   

l恩春期外来」をl．思春期外来」とl思春期相談窓口」の両方として調査しており、地域における窓口の増加は望ましい傾向であ  
る。   分析  

目標に向けて順調に進行している。   

評価  

今後とも同じ調査方法により評価を行う必要がある。また、各思春期外来の専門性や実績についての評価も行っていく必要が  
調査■分析上の課惚  あ。   

今後は、医療施設における標樟名の工夫など、対象者が相談に行きやすい場の提供が望まれる。  

日棟達成のための課題  

【行政・関係団体等の取組の指標】  

策定時の現状値   ベースライン調査専   目棟   第1回申聞評価   調査   

都道府県10鍋  
政令市弧鍋  平成17年庄原生労働省（母子保健  

課等）調べ   
100ヽ   （策定時＝第1回中間評価時）  

市町村38．8％  

第2回中間評価   調査  

都道府県10肌  
政令市90．8％  平成21年自治体調査（母  
市町村38．仇  子保健課）   

データ分析   

第1回中間評価時（策定時）に比較すると、第2回中間評価時における植は若干減少傾向にあった．   

結果  

都道府県における取り組み割合は1∝粍と変わりはなかったが、とくに市町村では減少と言ってもよい性向がみられていた。市  

分析  町村の保健磨当部署と教育委員会との連携の上での取り組みが頭打ちとなっている可能性がある。   

政令市ならびに市町村における日標達成が難しい状況にある。   
評価  

今後も同様の手法でデータを把握していく必要がある。   

調査・分析上の課題  

市町村や政令市のどの行政部署においても、次世代、とくに大人の入り口にある思春期の子どもたちの状況につねに関Ibが  
日梯達成のための課観     いだかれるような、まずは積極的なヘルスプロモーションが必要と音える。  



【行政一関係団体等の取組の指棲】  

策定時の現状値   ベースライン調査等   訂櫻   第1回中間評価   調査   

平成17年度厚生労働省（母子保健 べ  それぞれ100％   
課等）調  （策定時＝第1回中間評価時）  

食育における関係機周等のネット  
ワークづくりの推進に取り組む都道  第2回中間評価   調査  
府県の割合87．0兄  
保育所、学校、住民組織等閑係機  
関の連携により取組を推進している  食育における関係機周等のネット  

j迅吐出竺の割合85．9％  ワークづくりの推進に取り組む都道  

※政令市特別区市町村を含む数値  府県の割合91．5ち  平成21年自治体調査（母  

へ変更（平成21年）  保育所、学校、住民組織等関係機  
開の連携により取組を推進している  
市町村の割合92．9㌔  

データ分析   

第1回申闇評価時（策定時）に比較すると、第2回申闇評価時における値は増加傾向にある。   
結果  

取り組みの割合が90蜂起えようという状況になった。ここかb目標値（＝X惰）までは、」れまで以上の推進啓発と具体的な展  
分析  開支援が求められる。   

目標に向かっているが、市町村における取り組みの推進がより一層望まれる。   
評価  

今後も同様の手法でデータを把握していく必要がある。  
調査・分析上の課題  

たヨ▼  －●貰‾‾   

目梯達成のための課題  平成17年からの食育基本法の施行、な 
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1歳6カ、月児健診91．2％  
3歳児健診 弧0％   

平成12年幼児健康度調査  
（溝1点から7歳末清の幼児を持つ  
親を対象に「妊娠・出産の状況を満  

平成21年虔「健やか親子21  

データ分析   

平成12年のベースライン調査では、満1歳から7歳末票の幼児を持つ現を対∃引こ妊根・出産の状況の満足度を調査し、84．4％  
が薦足していると回答していたが、第1回中間評価でlま、乳幼児健診受蘭時に調査し、3．4か月健診時93．3％、1歳紬ヽ月健診  

結果  時91．2％、3歳健診時90．0％（平均91．4和が満足していると回答した。第2回申闇評価では第1回申闇評価と同様の方法で調査  
し、糾か月児健診時93．5％、1歳軸ヽ月児健診時92‘9％、3歳児健診時91．6％（平均陀．6％）が満足していると回答し、さらに満  
足しているものの割合が増加した。   

妊ち痕・出産に満足している看の割合は増加している。第1回中間評価時の調査において、3．ヰか月健診に訪れた女性の7割以  
上が満足していると回答した項目は、「分娩中での自身の頑張り」、「産科医一助産師の技術■指導・対応」、rその他のスタッフ  
の対応J、施設のアメニティ、夫・家族・友人の理解と対応」であった。これらより、第1回中間評価では、妊産婦を取り巻く耳境  
が物理的な面のみならす、意識の面でも変わりつつあることを示唆していると考えられると分析した。  

分析  
第2回申聞評備におい七、満足した項月を見ると、「希望する場所で出産の予約ができた」、「設備や食事など環境面で満足で  
きた」、「夫以外のま族の理解や対応に薪足している」という結果であった。一方、満足していない項月で高かったものは、「出  
産体験を助産廓等と振り返ること」、「産後1か月の助産師や保健師からの指導・ケア」、r妊娠中の周囲の喫煙」であった。卸  
回中間評価時の調査内容と異なるため、比較することはできないが、出産施設の閉鎖が相次いで報道される中で、希望する  
施設で出産の予約ができたことが満足動こ影響したと考えられる。   

目標に向けて順調に進行している。しかし、具体的な項月別にみると、未だ満足度の低い内容もあり、より一層の取紬が求め  

評価  られる。   

妊娠・出産の状況に対する満足度は調査の時期によって異なる可能性がある。  

調査・分析上の課趨  絆験が新鮮なほど「とても満足」の割合が高い傾向が見られる。   

平成17年度の調査において、満足していないとの回答が最も多かった内容は受動喫煙（25．9％）であり、第2匡l中間評価でも、  
妊娠中の周囲の喫煙については満足していない割合が高かった。公共機関を始め多くの場所で薫煙・分煙化が進んでいる  

目標達成のための課題        が、妊産婦lことってはまだ不十分な環境であるといえる。また、第2回中間評価で満足していない割合が高かった項眉に、「出  
産体験を助産師等と振り返ること」や、「産後1か月の助産廓や保健師からの指導・ケアがあること」から、産後早期の助産師  
や保健師等の問わりが出産の満足度を高めるためのポイントになると考えられる。   
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減涙畑軌 レー■‾「′琵‘～緑1    群雄   

【保健医療水準の指棟】   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回申闇評価   調査   

平成13年度「産後うつ病の実態調  平成17年度「健やか親子21   

13．ヰ％  査ならびに予防的介入のためのス  10％   12．8％  の推進のための情報システ  
タッフの教育研修5看勤」中野仁雄班  

ム構築と各種情報の利活用  
に関する研究」山野然太朗班  

第2回中間評価   調査  

平成21年度「健やか親子21  
10．3％  を推進するための母子保健  

情報の利活用に関する研究」  
山騒然太朗班   

データ分析   

結果   
EPDS9点以上の看は平成13年度の調査では13．4％であったが、平成17年度調査では12．8％、平成21年度調査では10．3％  
であった。   
調査地域や訪問対象の違いにより、単純に比較できないが、産後うつ病の認識が広まりつつあり、対策がとられ始めてきてい  

分析  ることも考慮したい。さらに、産後うつ病に対する妊娠期からの予防的介入の試み等も報告されているため、啓蒙効果及び対  
策の効果を期待したい。   

調査地域や訪問対象の違いにより、単純に増減を比較できないが、EPDSの活用の普及により、調査を行った地域も増え、発  
評価  生革め数値の妥当性は高くなっていると考えられる。   

平成17年度の評価時に、早期発見と支援システムが横領された地域での縦断的な検討が必要であるとされた。しかし、平成  

調査一分析上の課題  21年度現在では、EPDSの活用が浸透し発生率が明らかになってきている段階であり、取り組みによる効果の判定について評  
価するのはまだ難しい。今後、同一地域での縦断的な評価を行い、データ分析していく必要がある。   

第1回中間評価時の課題である、妊娠期からの早期の育児支援としての産後うつ対策と、そのための周産期ケアにあたるス  
タッフの教育の強化、さらには医療・保健・緒祉の各担当者の連携による情報の共有やケアの継続が重要である。  

目棟達成のための課題        また、妊娠期からの予防的介入を行い、継続的な支援システムが確立している地域においては、産後うつの予防として効果を  
上げているとの報告もあり、今後、有効な取り組みが各地で実践されることが求められている。   

【住民自らの行動の指棟】  

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

62．6％   平成8年地域保健・老人保健事業胡  100l   66．2％   平成15年地域保健事業報  
∠±． 臼  告  

第2回申闇評価   調査  

72．1％   平成19年産地域保健・老  
人保健事業報告   

データ分析   

妊娠11遇以下での妊娠の届出串は、平成8年62．6％、15年66．2l、19年72．1％と上昇傾向である。   
結果  

「健やか親子21」を跨まえた計画の見直し等による市町村の取絹の成果として、妊娠11遇以下での妊娠の届出率は上昇して  
分析  いる。   

第1回中間評価以降も上昇傾向を示しているが、その上昇カーフIま掻く、目棟の達成には新たな対策が望まれる。   
評価  

妊娠11遇以下での妊娠の届出を勧める明確な理由が示されていない。   
調査・分析上の課題  

妊娠11週以下での妊娠の届出串は年々上昇しているが、そのカーフは緩く、目標の100％に近づくには課超を解決し、新たな  
対策をとる必要がある。  
1．全国的な統計では、妊娠19遇以内に96．9％の届出がなされていることから、12遇から19遇に届出された25％程の遅れた理  
由の分析が必要である。  

自壊達成のための課題              2．都道府県別の統計では、38％から85％と地域差が存在する。その原因の追究が必要である。（本指様に対する取組の有  
無、産婦人科医の意敵など）  
3届出が連れる原因として、医療機関により妊娠の確定診断時期（出産予定日の確定の時期、妊娠届を勧める時期）が異な  
ることも挙げられる。妊娠11遇までに妊娠届をする意義を明確にし、医療機愕引こ周知することが必要である。   
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平成12年鹿「妊産婦の健康管理お  
よび妊産婦死亡の防止に関する研  

、、こ 

た」が8．肪、r知らない」が81．1％であり、r知っている」と「現在は知っているが妊娠時は知らなかった」の合計は38．4％であっ  
た。しかしながら、事集所規模別にみると、従業員1．∝旧人以上の事業所では「知っている」の割合が42．3％であるのに対し、親  
模が小さくなるにつれて認識辛は減少し、49人以下の事業所においては20．1もと半減であった。この格差を是正することも課題  
と考えられる。   

母子保健漂（平成13年3月現在）   

［
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第2回中間評価   調査  

平成甜年度「助産師と産  
r助産所業務ガイドライン2009年改    科医の協働の推進に関す  

定版」策定  る研究」池ノ上克班   

データ分析   

平成16年より、日本助産師会にて「助産所における分娩の適応リスト」及び「正常分娩急変時のガイドライン」を『助産所業務  
ガイドライン』として、会員に頒布し周知に努めている。  

結果  ガイドライン活用から5年目を迎えた平成20年には、厚生労働科学研究にて『助産所業務ガイドライン』の見直し検討が行わ  
れ、『助産所業務ガイドライン2009年改定版肋†策定された。検討には、助産師、産科医師、小児科医師、出産経験者が参画  
し、他のガイドライン等との整合性を図り、実態に即した見直しが行われた。   

開業助産師に対する安全性の確保についてのガイドラインが作成され、開業助産師の多くが所属する日本助産節会において  
周知及び活用の徹底を囲ったことで、開業助産師への周知はほぼできたものと思われる。また、ガイドラインを守って業務する  
ことが、嘱託医・嘱託医療機周との連携や、助産所賠償責任保険にも関連しており、助産所での安全性の確保に活かされて  

分析  いる。しかし、日本助産節会に入会していない開業助産師も少なからずいるため、全ての開業助産師がガイドラインに則って  
業務しているとはいえない。また、病院勤務助産師の認知度は不明である。さらに、ガイドラインは助産師のみならず、妊産婦  
自身や、連携する嘱託医・嘱託医療機周の医師にも理解してもらう必要があるが、周知について十分とは言えないと思われ  
ヱ   

評価   
日揮は達成できた。ガイドラインは変化する医療状況や社会情勢によって、適宜見直しながら改善し、晋及を図る必要がある  
ため、一定の時期を経て見直しが行われたことは評価できる。   

5年後に見直しを行っていくことを明示しているため、今後は、助産師のみならず、妊産婦自身や、連携する嘱託医t嘱託医療  
機関の医師や、他の関連団体への周知等、病院及び診療所の医療従事者への周知を園り、より多くの人から評価を含めた  

今後の課題  意見を集め、さらに改善していくことが望まれる。  
また、院内助産におけるガイドラインも同研究班で取りまとめられたため、併せて周知を図る必要があると考えられる。   

【行政・関係団体等の取組の持株】   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1匝】中間評価   調査   

産婦人科医師数12．420人  24 
助産師数  ．511人   増加傾向へ   産婦人科医師数】2．咄0人 助産師数 25．257人  平成14年医師一歯科医師・ 薬剤師調査  

※産婦人科医師数は、産婦人科  平成14年衛生行政報告例  

医、産科医、婦人科医の合計   科医、婦人科医の合計  

第2匝l中間評価   調査  

産婦人科医師数11．961人  27 
助産師数．789人  

※産婦人科医師数は、産婦人科医、産 科医 
、婦人科医の合計   

データ分析   

これまで本籍棟は妊産人口10万対で数を評価してきたが、第1回申聞評価で実数の推移を評価することとなった。  

結果  
産婦人科医師数は、策定時の値である平成12年12．ヰ20人、平成14年12朋0人、平成16年12．158人、平成18年11－783人と減少  
傾向である。  

なっト＿   

肋産由i馳l士＿ぺ＿ス弓イン皆宕8去の平成1ク丘hヽ仁平成クn左手下‡重々l二量彗ナ州一▲，了7掴▲′   
の合計11．059人、婦人科1．361人）、平成14年1乙ヰ聞人（同根に10，618人、418人：合計11．03ヰ人、1．38＄人）、平成16年12．156人  
（同順に10．163人、ヰ31人：合計10．594人、婦人科1－562人）、平成18年11．783人（同腹に9．592人、482人：合計10．07ヰ人、婦人科  
1．709人）であり、絶対数の減少とともに実際に産科診療に関わっていると考えられる産婦人科と産科を合わせた割合も、平成  
12年から版に、89皿、89，肪、87．2l、85．5■と減少傾向である。一方、婦人科の割合は増加悼向である。産科診療を止めて婦人  
科診療のみとする産婦人科医が増えていると考えられる。しかしながら、平成20年の報告では、産婦人科10．012人、産科377  

分析   人（産婦人科と産科の合計10．389人）、婦人科1．572人、すべて合せると11．961人と増加がみられた。  
助産師数は27．789人と平成12年から8年間で3．278人増加しているが、他の書護袖に比べ全数としては少なく、また助産師不  
足との指摘もある。国によ引郎次看護楕貝需給見通しによれば、平成22年の助産師の需給見通しは296．00人とされている  
のに対し、供給見通しは28．700人とされ、その差は900人である。一方、日本産婦人科医会が算定した不足助産師数は27，965  
人であり（第9回ー医療安全の確保に向けた保健師助産廊看儀師法事のあり方に関する検討会」平成17年9月5日資料）、日  
本助産師会が算定した必要助産師数lお0－500人である（平成21年産日本助産節会通常総会資料）ことから、助産師は増加傾  
向にあるものの、需要が供給を満たしていないといえる。   
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産婦人科医の減少傾向は軟いていたが、平成20年の報告では平成18年に比して増加がみられた。増加傾向との判断は今後  

評価  の推移次第である。助産師数lま日様に向けて進行しているように見えるが、必要数の半分程度の就業数であり、現場の不足  
惑は続いている。   

比較可能なデータの入手は可能である。第一回中間評価時には、妊産婦人口10万対の産婦人科医師数を用いて評価した  
が、ハイリスク妊嬢の増加などにより産科医療従事者の負担は増加しており、妊産婦人口あたりの医師数では的確な評価は  
難しい状況である。また、産婦人科医の絶対数の減少により、安全な妊娠・出産を前提とした従来の産科医療体制を維持する  

調査・分析上の課題  ことが困艶な状況である。諸問題の解決には、第一義的に産婦人科医師数の増加が必要であり、今後lま岡持標をモニタリン  
グするのが妥当と考えられる。さらに、昨今、分娩を扱わない施設が増加しており、分娩を放っている施設に勤務する産婦人  
科医師数の把握も有用と考えられる。   

地域偏在、施役間偏在、産婦人科医の高齢化など本指標l＝表れない重要な課題が存在する。  
産科医師数不足の問題だけでなく、産婦人科における女性医師の割合も年々増加しており、仕事と家庭の両立が可能な勤  

務環境の整備も今後の課題である。現在、産科医療に関わる補助・保障制度の充実、関連学会による医学生及び若手医師  
への産婦人科学、産婦人科医療を理解してもらうための働きかけ等が行われているが、これに伴ってもたらされる変化につい  
ても今後検討が必要である。  

日棟達成のための課蛙  また、産婦人科医師の不足が社会問題となり、産婦人科医と助産師の連携と協働を図り、特に正常分娩は助産師が担うこと  
が重要な対策である。陵内助産所・助産師外来閲読のための予算等も後押しとなり、少し●rつ体制整備も始まっているところ  
であり、平成21年厚生労働省警護課周べによれば、院内助産所はヰ7（前年比＋16）か所、助産師外来は353（前年比＋80）  
か所となっている。開設場所を増やし、安全性も確保するためには、担当する助産師数の確保はもちろんのこと、茸任を持っ  
て助産業務を果たせる賞の高い助産師の育成が求められる。助産師の養成、離職の防止、潜在助産師の活用、質を保った  
めの継続教育の充実など、総合的な助産師確保対策のさらなる推進が望まれる。  
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目標達成のための課超   
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